
今、私たちは誰もが犯罪被害に遭うかもしれないという現実の中で生活をしていると言っても過言ではありません。だからこ

そ、もし、日常生活の中にある非日常的な出来事である犯罪被害に遭ったとしても、その尊厳にふさわしい適切な対応と途切

れのない支援が行われ、私たちの誰もが安心して暮らせる社会を実現していくことが重要です。

毎日のように報道される犯罪等の撲滅のため、様々取り組みが行われております。しかし、残念なことに、犯罪等は後を絶

たず、犯罪によって社会復帰が困難となったり、理不尽な形で最愛の家族を奪われた遺族の方々など、家族や社会生活、職

業生活に支障をきたしている人やその行為により身体を傷つけられ、心にも深い傷を負い、恐怖や不安、孤立の感情に長く

悩んでいる人たちがいますし、そういう現実から私たちは目をそむけてはなりません。

当会は、弁護士・司法書士等の専門家と連携し、「寄りそう支援で、笑顔ふたたび」を基本理念として、こうした状況にある

被害者の方々を暖かく包み込み、寄り添い、そして、前向きに生きていくきっかけをつかむことができるよう支援していくため

に設立されたＮＰＯ法人です。利用しやすい相談窓口としてご活用ください。

【設立】平成 23年 12月 1日

第一期 Ｈ23年 9 月～Ｈ23年 11月 全 11回

第二期 Ｈ24年 4 月～Ｈ24年 6月 全 6回

第三期 Ｈ24年 10月～H24 年 2 月 全 12回 （実施中）

（主な研修内容）

・犯罪被害者の置かれた立場と今後の展望 ・刑事手続きの中での犯罪被害者支援

・弁護士業務、司法書士業務と犯罪被害者支援 ・犯罪被害者と民事賠償

・犯罪被害者及び相談者のメンタルヘルス

Ｈ23年 12月 23日 熊本県民交流会館パレアにて 様に

講師をしていただき講演会を開催。また熊本県警、熊本被害者支援セ

ンターのご協力をいただきパネルディスカッションを実施。
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第一回【職場・学校・家庭等でのトラブル無料相談会】

日時： 平成 24年９月 21日（金）及び同月２２日（土） 午前 9時～午後 6 時

対象： いじめ ・ パワーハラスメント ・ DV 場所： 当 NPO法人事務局



（23 年度にご相談を受けた内容と支援活動）

交通事故被害電話相談・面談相談・犯罪被害における法律に関する面談相談・弁護士事務所への付き添い支援

傷害事件被害の電話相談・パワハラ被害の電話相談・強盗事件被害者の相談・新聞社や警察の対応支援。

脅迫事件被害の電話相談

H24年 6月 清水市民センター 生涯学習講座

H24年 7月 企業研修（熊本市北区）

H24年 9月 いいくに塾 勉強会

私たち「ＮＰＯ法人身近な犯罪被害者を支援する会」は、身近に発生する犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響

を及ぼす行為の被害者及びその家族または遺族(以下、犯罪被害者等とする)に対して、精神的支援その他の各種支

援活動を行うとともに、犯罪被害者等に寄り添い、一日でも早く犯罪被害に遭う前の日常を取り戻し、ふたたび平穏な

生活ができるために犯罪被害者等支援事業を行い、犯罪被害者等の被害回復及び軽減に寄与することを目的とし、

次の事業を行います。

① 犯罪被害者等に対する電話または面談による相談活動事業

② 情報・役務の提供等の方法による犯罪被害者等に対する支援事業

③ 犯罪被害者等支援に関する社会活動事業

④ 犯罪被害者等支援に関する学習事業

⑤ 犯罪被害者等の支援を行う人材の育成事業

⑥ 犯罪被害者等の相互交流を深める活動事業

「ＮＰＯ法人身近な犯罪被害者を支援する会」は、私たちの活動理念にご理解と共感を頂いた皆様からの温かいご支援により

支えられております。当会を財政面からサポートしていただける賛助会員を募集しています。

賛助会員振込予定額 口 円 (一口 1,000 円、3口以上を歓迎します)

※提供された個人情報は、当方人からの報告・連絡事項・会費のお願い以外のためには使用しません。

※お振込みの場合は、

お振込先 ゆうちょ銀行 記号番号 01770-0-90636

名義人 NPO法人 身近な犯罪被害者を支援する会
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